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提案の概要 

2010年8月26日、国際財務報告基準解釈指針委員会（以下、「解釈指針委員会」

という）は、解釈指針草案、DI/2010/1 「露天掘りの生産段階における剥土コス

ト」（以下、「解釈指針草案」という）を公表した。本解釈指針草案は、露天掘りの

生産段階に発生する表土除去費用の会計処理に関するガイダンスの要求に応

じて作成された。   

露天掘り業務にあたり、企業は鉱床にアクセスするため表土の除去が必要と

なる場合がある。鉱山の開発段階において、剝土コストは通常、鉱山建設コス

トの一部として資産化され、生産が開始した時点から鉱山の耐用年数にわたっ

て減価償却される。しかし、鉱床の特定部分へのアクセスを確保するため、生
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要点 

 生産段階で発生した、剥土キャンペーン（stripping campaign）のコスト
は、既存の資産の構成要素として資産化する一方、通常の剥土コストは

費用化される。 

 剥土キャンペーンの構成要素は、関連する既存の資産の内容に従って分

類される。 

 剥土キャンペーンのコストは、取得原価で当初測定され、その後（減価）

償却費および減損損失を控除後取得原価で計上される。  

 本提案は、採用日から将来に向かって適用され、既存の剝土コスト資産

は関連する資産の構成要素として再分類される。 

 コメント期限は 2010年 11月 30日までである。 
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産段階において継続的な表土の除去が必要となる場合がある。このプロセス

を「剥土キャンペーン」という。 

本解釈指針案は、剥土キャンペーンを、「鉱床の特定部分へのアクセスを確保

するために実施される規則的なプロセスであり、通常の表土除去作業よりも積

極的なプロセス」と定義している。さらに、「剥土キャンペーンは、前もって計画

され、採掘計画の一部を構成する。剥土キャンペーンは、明確な開始日があり、

企業が当該キャンペーンに関連する鉱物にアクセスするために必要な表土除

去作業を完了した時点で終了する」と述べている。 

 

本解釈指針草案は、以下の論点を取扱う。 

 資産の定義を充足しているか 

 剥土キャンペーンの構成要素をいつ認識すべきか 

 剥土キャンペーンの構成要素を、当初認識時点とそれ以後で、どのよう

に測定すべきか 

 

資産の定義 

本解釈指針草案は、剝土作業は、採掘される鉱床へのアクセスの改善の形で便

益を創出すると述べている。これは、以下の場合、既存の資産の構成要素として

認識規準を充足する。 

 「企業が、採掘する土地を所有するか、当該土地の採掘権を所有してい

ることにより、剝土活動によって創出される便益を支配している。 

 剝土作業の結果、すなわち『過去の事象の結果』として、当該便益が生じ

る。 

 経済的に将来回収可能と見込まれる鉱床への改善されたアクセスを通じ

て、将来の経済的便益が、企業に流入する。」 

本解釈指針草案はさらに、鉱床へのアクセスを確保するための規則的な剥土キ

ャンペーンのコストを、既存の資産への付加または拡充として会計処理し、関連

する既存の資産の内容に従って有形固定資産または無形資産として分類すべ

きであると提案している。剥土キャンペーンの一部として発生しない、通常の剝

土コストは、IAS第2号「棚卸資産」に従って、当期の製造原価として会計処理し

なければならない。  

 



剥土キャンペーンの認識 

剝土作業が開始され、鉱床へのアクセスを確保するための規則的な剥土キャン

ペーンの構成要素を生成するコストが発生した時点で、剥土キャンペーンの構

成要素を認識することが提案されている。企業は、剥土キャンペーンに関連する

鉱床へのアクセスに必要な表土除去作業が完了した時点で、当該キャンペーン

の構成要素のコストの認識を中止する。 

 

剥土キャンペーンの測定 

本解釈指針草案は、剥土キャンペーンの構成要素を、「剝土作業の実施にあた

って発生する直接コストの累計額および直接的に関連付けられるコストの配賦

金額」である取得原価で当初測定することを提案している。付随的な工程に関連

するコストは、剥土キャンペーンの構成要素のコストに含まれない。当初認識後、

剥土キャンペーンの構成要素は、（減価）償却費および減損損失控除後の取得

原価で計上される。 

 

見解: 剝土コストの会計処理は、実務上多様であり、一部の企業は剝土費用

を全額製造原価として認識する一方、他の企業は「鉱山の耐用年数比率

（life-of-mine ratio）」や他の類似する手法等のアプローチを用いて剝土コスト

を資産化している。本提案は、結果としてこれらの企業の実務に著しい変更を

もたらすとともに、鉱床の特定部分へのアクセスを確保する際に発生するコス

トの識別を要求する。企業は、アクセスすべき鉱床のさまざまな部分の表土除

去費用を別個に把握するため、既存のシステムを変更する必要な場合があ

る。   

 

本提案は、（減価）償却費を、鉱床へのアクセスを確保するための規則的な剥土

キャンペーンの結果直接アクセス可能となる鉱床の特定部分の予想耐用年数

にわたって、合理的かつ規則的に認識することを要求している。本解釈指針草

案は、別の方法がより適切であるとみなされない限り、生産高比例法の適用を

提案している。 

剥土キャンペーンの構成要素は、IAS第36号「資産の減損」に従って、減損の検

討が行われる。本解釈指針草案は、剥土キャンペーンの構成要素に特に関連

する鉱物の採掘の一時的な中止（または一時的な中止の計画）を、減損の兆候

として挙げている。 

 



経過措置 

本解釈指針草案は、表示する最も早い期間の期首の日以後に発生した生産段

階の剝土費用に適用される。したがって、移行日現在の既存の剝土コスト資産

は、剝土作業の関連する資産の構成要素として再分類される。これらの残高は、

剥土キャンペーンの各構成要素が関連づけられた鉱床の特定部分の予想耐用

年数にわたって（減価）償却される。剝土の構成要素が直接的に関連づけられる

残りの鉱床を識別することが不可能な場合は、表示する最も早い期間の期首の

日に損益として認識しなければならない。既存の剝土コスト負債の残高は、表示

する最も早い期間の期首の日に損益として認識しなければならない。 

 

見解: 企業は、本解釈指針を将来に向かってのみ適用するよう要求されるた

め、提案されている経過措置の要求は、「剝土年数比率（life-of-mine strip 

ratio）」アプローチを用いて認識された剝土コスト資産を既存の資産の構成要

素として再分類し、当該関連資産の採掘に伴い減価償却することによって、結

果として「適用除外」を生じさせるだろう。    

 

発効日 

コメント募集期間は、2010年11月30日に終了する。 本解釈指針草案は、発効日

を特定していない。解釈指針委員会は、本解釈指針草案について受取ったコメ

ントの検討後に発効日を決定する。 
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